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平成２７年第２回 大仙美郷介護福祉組合議会定例会議事日程 

 

平成２７年１１月２５日（水曜日） 

 

日程第 １  議席の指定 

日程第 ２  会議録署名議員の指名 

日程第 ３  会期の決定 

日程第 ４  諸般の報告 例月出納検査結果 

日程第 ５  管理者の招集あいさつ 

日程第 ６  副議長の選挙 

 

１ 報 告 

 日程第 ７  議案第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて 

 

２ 決 算 

 日程第 ８  議案第 ６ 号 平成２６年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳出決算の認定について 

 

３ 予 算 

 日程第 ９  議案第 ７ 号 平成２７年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第１号） 
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出席議員（７名） 

 

２番  佐 藤 隆 盛 君

３番  高 橋 幸 晴 君

４番  小 山 緑 郎 君

５番  深 澤   均 君

６番  古 谷 武 美 君

７番  千 葉   健 君

８番  髙 橋   猛 君

 

欠席議員（１名）   

１番 深 沢 義 一 君 
 
地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 

 

 
職務のため出席した者の職氏名 

                 書記  佐 藤   巧 
                 書記  長 澤 富士子 
 
 
 

管理者 松 田 知 己 君

副管理者 栗 林 次 美 君

大仙市社会福祉課長 関   寛 道 君

美郷町福祉保健課長 高 橋 久 也 君

事務局長 藤 澤 健 吾 君

真昼荘所長 山 田 喜 明 君

真木苑所長 安 達 京 子 君

真森苑所長 小 松 一 典 君
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○ 議長（髙橋猛君） 
 定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第２回大

仙美郷介護福祉組合議会定例会を開会いたします。 
（午後１時００分 宣告） 

 
○ 議長（髙橋猛君） 

これより、本日の会議を開きます。 

欠席の届出は、１番、深沢義一君であります。 

今回の会議に説明員として出席を求めた者は、お手元に配布の名簿のとおりであります。 
○ 議長（髙橋猛君） 

 今回の会議書記に佐藤巧君、長澤富士子君を任命します。 
○ 議長（髙橋猛君） 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
日程第１ 議席の指定 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第１、議席の指定を行います。 
議席は、会議規則第３条第１項の規定によって、ただいま着席のとおり指定します。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第６７条

の規定により、 
  ２番  佐 藤 隆 盛 君 
  ３番  高 橋 幸 晴 君 
を指名いたします。 

 
日程第３ 会期の決定 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第３、「会期の決定」の件を議題といたします。 
 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 
 
日程第４ 諸般の報告 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第４、「諸般の報告」を行います。 
平成２７年１０月２日付けにて、橋村誠副議長から副議長職の辞職願が、冨岡喜芳議員

及び佐藤育男議員から議員辞職願がそれぞれ提出され、同日付けで地方自治法第１０８条

及び同法第１２６条の規定によりこれを許可しましたので報告します。 
また、代表監査委員から、例月出納検査結果が提出されておりますので、その写しを皆

さんのお手元に配布しております。これをもって報告に変えさせていただきます。 
 

日程第５ 管理者の招集あいさつ 

○ 議長（髙橋猛君） 
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 日程第５、本定例会の招集にあたって、管理者より招集あいさつの申し出がありました

ので、これを許します。 
 管理者、松田知己君。 

○ 管理者（松田知己君） 
  平成２７年第２回大仙美郷介護福祉組合議会定例会を招集いたしましたところ、ご参集

をいただき誠にありがとうございます。 
  招集のあいさつに先立ち、当組合議会の構成に変更がありましたのでご報告申し上げま

す。 
  先ほど、議長の報告の中にありましたとおり、去る１０月２日付けで大仙市議会の構成

に変更があり、冨岡喜芳議員と佐藤育男議員が当組合議会議員の職を辞職され、また、橋

村誠議員が、同日付けで当組合議会副議長の職を辞職されました。 
職を退かれました皆様に対し、これまでのご尽力に感謝を申し上げるとともに、新たに

当組合議会議員としてご就任された大仙市議会の千葉健議長、高橋幸晴議員、古谷武美議

員におかれましては、今後当組合発展のため一層のご尽力を賜りますことをお願い申し上

げます。 
  続いて、行政報告及び本定例会に上程いたしました議案の概要を申し上げ、招集のあい

さつといたします。 
  はじめに行政報告を申し上げます。 
  職員採用試験についてですが、看護師を対象として、１０月１８日に試験を実施しまし

た。合格発表は、今月下旬を予定しております。 
次に視察の受入れについてですが、１０月２２日、千葉県の一部事務組合が、議員、職

員等１７名で真森苑の現地視察に訪れ、施設見学や運営状況の聞き取りを行いました。 
続きまして、本日上程いたしました議案の概要を申し上げます。 

  議案第５号、専決処分の承認を求めることについてですが、これは、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人情報保護条例

の一部改正を行う必要があり、同法の施行日との関係上、１０月５日前に公布しなければ

ならない日程的な問題から、やむを得ず専決処分させていただいたものでありますので、

何卒ご理解を賜りたく存じます。 
 次に、議案第６号、平成２２年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳出決算の認定についてで

す。 
  決算の状況を申し上げます。 
  一般会計、特別会計合わせますと、歳入が１２億９，９４８万２，１７１円、歳出が   

１２億７，０５０万４，５２７円、差引き２，８９７万７，６４４円の黒字です。 
  議案第７号、平成２７年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算第１号についてです

が、前年度繰越金の確定、人事異動等による人件費の組み替え、契約額の実績に基づく整

理等、歳入歳出予算の補正についてお諮りするものです。 
 以上、提出議案の概要につきましてご説明申し上げました。 
詳細につきましては、担当職員に説明させますのでよろしくご審議賜りますようお願い

申し上げ、招集のあいさつといたします。 
 
日程第６ 副議長の選挙 

○ 議長（髙橋猛君） 
   日程第６、副議長の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条の規定によって、指名推薦で行い

たいと思いますが、ご異議ありませんか。  
（異議なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
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   異議なしと認めます。 
   よって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名推薦することにしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
  （異議なし） 
○ 議長（髙橋猛君） 
   異議なしと認めます。 

副議長に、７番、千葉健君を指名します。 
お諮りします。ただいま指名しました７番、千葉健君を副議長の当選人と決定すること

にご異議ありませんか。 
  （異議なし） 
○ 議長（髙橋猛君） 
   異議なしと認めます。 

よって、７番、千葉健君が副議長に当選しました。当選しました千葉健君が議場におら

れますので、会議規則第３０条第２項の規定によって当選の告知をします。 
○ 議長（髙橋猛君） 

千葉健君より、当選の承諾及びあいさつを、その場でお願いします。 
○ 副議長（千葉健君） 
   ただいまご紹介にあずかりました大仙市議会の議長、千葉でございます。先般、１０月

２日に臨時会におきましてその職を仰せつかったわけでございますけれども、今回の福祉

組合の副議長という職は、慣例に従っての仰せつかりだと思いますけれども、一生懸命頑

張りますので、よろしくお願い申し上げましてあいさつといたします。よろしくお願いい

たします。 
 
日程第７ 議案第５号 専決処分の承認を求めることについて 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第７、議案第５号「専決処分の承認を求めることについて」を上程し、議題といた

します。議案を朗読いたします。 

（書記朗読） 
○ 議長（髙橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明を求めます。事務局長。 
○ 事務局長（藤澤健吾君） 

ただいま議題となりました議案第５号につきまして、提案の理由及び内容をご説明申し

上げます。 

本案は、大仙美郷介護福祉組合個人情報保護条例を地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２７年９月３０日付けで専決処分により一部改正したことについて承認を求

めるものでございます。 

一部改正の内容を申し上げます。 

資料５をお願いいたします。 

１ページから改正要旨を載せてございますので、ご覧願います。 

まず、改正理由でございますが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴いまして、当組合の個人情報

保護条例につきましても、マイナンバー情報を念頭に置いた、より厳格な規定に改める必

要があることから、所要の整備を行ったものでございます。 

改正内容といたしましては、大別して３つに整理をしてご説明いたします。 

１つ目は、第７条の２から同条の４関係につきまして、特定個人情報、これはマイナン

バー情報を指しますが、この情報の目的外利用と外部提供を厳格化する内容で改正してご
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ざいます。 

２つ目は、第１１条関係につきまして、マイナンバー情報の開示、訂正、削除、利用停

止請求に関し、本人とその法定代理人はもとより、本人の委任による代理人も請求権者と

して認めることとし改正しております。 

３つ目は、第２２条の２から同条の４関係につきまして、マイナンバー情報の削除や利

用停止請求範囲を拡大する内容で改正しております。 

２ページをお願いいたします。 

施行期日でございますが、法に規定する施行日が規定に応じて３段階となっております

が、その内、 も早い施行日が１０月５日となっており、それ以前に、本条例の改正を公

布しなければならない日程的な理由から、専決処分させていただいたものでございます。 

なお、改正内容につきましては、構成市町等と同様でございます。 

以上が本案の提案理由及び内容でございます。 

何とぞ、ご審議のうえご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（髙橋猛君） 
 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 討論なしと認めます。議案第５号についてこれより採決いたします。 
 お諮りします。議案第５号について、承認することにご異議ありませんか。 
（異議なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 異議なしと認めます。よって、議案第５号、「専決処分の承認を求めることについて」は、

承認することに決しました。 
 

日程第８ 議案第６号 平成２６年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳出決算の認定について 

○ 議長（髙橋猛君） 
 日程第８、議案第６号「平成２６年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳出決算の認定につい

て」を上程し、議題といたします。議案を朗読いたします。 
（書記朗読） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 全体的な概要説明のあと、会計ごとに、一般会計、真昼荘、真木苑、真森苑の順に説明

を求めます。初めに事務局長。 
○ 事務局長（藤澤健吾君） 

   平成２６年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳出決算の全体概要につきましてご説明申し

上げます。 

資料３の２ページをお願いいたします。 

収支の状況につきまして表を載せてございますので、読み上げながらご説明申し上げま

す。金額は記載のとおりですので、省略をさせていただきます。 

一番下の合計欄で、前年比を申し上げます。 

平成２６年度の全会計を合わせた決算額は、前年度比、歳入総額が１．６％の増、歳出

総額が２．０％の増、差引額が１２．６％の減となっております。 

介護サービス収入が増収となったほか、前年度繰越金が増となったこともあり、歳入が

伸びましたが、人件費や物件費の支出増によりまして、歳出が歳入以上に伸びたことで、
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差引額がマイナスとなっているものでございます。 

次にＦの欄、構成市町負担金でございますが、これは０．８％の減でございます。 

ケアハウス等の運営に係る旧国庫補助金の一般財源化に伴うもの等として構成市町か

らいただいている負担金が、実績より増となりましたが、地方債償還分としていただいて

いる負担金が、償還の一部終了により、大きく減となったためでございます。 

次にＩの欄、繰出金でございますが、４．３％の増でございます。 

これは、一般会計の事務費の増に伴うものでございます。 

以上のことから、実質単年度収支は、３，９７１万３，４６２円の赤字でございます。 

赤字の要因といたしましては、報酬単価が依然として低いままである一方、人件費をは

じめ、電算機器や修繕に伴い支出が増加していることに加え、デイサービスセンターにお

いて、登録者の介護度が高くなり、入所系サービスに移行している傾向によりまして、稼

働率が低下していることが挙げられます。 

続きまして一般会計についてご説明をいたします。 

４ページをお願いいたします。 

前年度比歳入歳出ともに０．９％の増でございます。 

これは、人件費等の増によるものでございます。 

一般会計の決算内容につきまして、決算書をご覧いただきたいと思います。 

資料２をお願いいたします。１３ページからお願いいたします。 

歳入では、予算現額と調定額が大きく異なる箇所についてご説明いたします。 

３款１項１目、特別会計繰入金でございますが、予算現額に対し、調定額が少ないのは、

繰入額を一般会計の支出に合わせまして、必要 小限に調整したことによるものでござい

ます。 

歳入は以上でございますが、一般会計で収入未済はございませんでした。 

１５ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、大きな不用額があればその内容、また、備考欄の記載のみで分か

りにくい箇所があれば、その部分についてご説明いたします。 

１款１項１目１４節、使用料及び賃借料で支出がなかったのは、議会費におきまして、

車代を予算化しておりましたが、支給実績がなかったことによるものでございます。 

２款１項１目１節、報酬で支出がないのは、苦情対応のために設置しております第三者

委員会の招集がなかったことによるものでございます。 

同じく１４節、ライセンス使用料７１万２，８００円の支出内容ですが、これは、例規

集管理システムに係るものでございます。 

以上が、全体概要及び一般会計の説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

   真昼荘所長。 

○ 真昼荘所長（山田喜明君） 

  真昼荘勘定についてご説明申し上げます。 

始めに事業の成果を項目別にご説明いたします。決算の説明資料、資料③の１３ページ

をお願いいたします。 

施設介護サービス事業でございます。これは特別養護老人ホームに係る料金収入でござ

います。収入額は１億９，５３５万７，０００円で１５４万１，０００円の減となりまし

た。これは、体調不良の方を早期に見つけ、受診する取り組みにより入院者数は減少して

おりますが、入所者の重度化は進んでおり、入院すると入院が長期化する傾向にあること

と、入所者の介護度が全体で０．１下がったことが主な要因でございます。 

事業費でございますが、育児休業職員の復職等で人件費が増加したこと等により２４５

万円増加しました。このため、差引き額は３９９万２，０００円減少しております。 
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１４ページをお願いします。短期入所生活介護事業でございます。これは、短期入所生

活介護に係る料金収入でございます。収入額は５，０９８万円で前年より       

３０８万９，０００円の増となりました。これは、定期的な利用傾向に加え、入院等によ

る空きベッドの活用で稼働率が向上したことが要因でございます。事業費が、人件費の増

等で１３６万１，０００円増加しましたがそれを上回る増収となりましたので、差引き額

は１７２万７，０００円の増となりました。 

１５ページをお願いします。通所介護事業でございます。これはデイサービスの料金収

入でございます。利用されている方々の体調不良等を理由とした重度化により、他のサー

ビスへの移行が目立ち、それに新規利用が追いつかず、稼働率が前年度を下回り３５９万

６，０００円の減となりました。事業費でございますが、職員配置の変更と年度途中で  

２名の介護職員が退職し、その補充がなかなかできず、やむを得ず他の事業の職員でやり

繰りして対応してきた期間が長く、人件費は減少しました。そのため、事業費は４１５万

５，０００円の減となりました。これにより差引き額は５５万９，０００円増加というこ

とになっております。 

以上を踏まえまして、真昼荘勘定の決算状況についてご説明いたします。５ページのほ

うにお戻りください。 

歳入は３億６，２１５万４，０００円で前年比２％、額にして、７２４万３千円の減と

なりました。歳入の主な内訳でございますが、先ほど項目別にご説明したとおりの理由で

介護サービス収入は２０４万８，０００円の減となりました。前年度繰越金は、     

１，６９７万６，０００円の増となりましたが、分担金及び負担金が５５８万４，０００

円の減、財源不足分及び資金運用分として繰入れた財政調整基金繰入金が１，６４６万 

１，０００円の減となりました。 

続きまして歳出でございます。歳出は、３億５，０２４万４，０００円で前年比０．６％、

額にして２１７万５，０００円の減となりました。主な要因でございますが、育児休業職

員の復職等により人件費が２１５万２，０００円の増、コンピュータシステム更新に伴う

借上料等の増加により物件費が２３１万６，０００円の増、資金運用分として繰入れた財

政調整基金への積戻し分としての積立金が６８７万３，０００円の増となっております。

一方で、前年度に居室洗面台取り付け工事が終了したこと等により、普通建設事業費が 

９４万８，０００円の減、地方債償還の一部終了に伴い公債費が１，３２９万９，０００

円の減となりました。 

続きまして、歳入歳出決算書で歳入歳出の特徴的な部分についてご説明いたします。資

料２の２９ページをお願いします。 

１款１項、介護給付費収入でございますが、これは国保連合会から収入するものでござ

います。２項１目、自己負担金収入未済額でございます。現年度分につきましては通所介

護利用分でございますが、現在、１万２，０００円残っております。滞納繰越分につきま

しては施設介護サービス利用料の未納が１名で現在４万円残っており、分割で収めていた

だいております。 

２款１項１目５節、児童手当負担金につきましては、組合構成団体に財政負担をしてい

ただいているものでございます。 

３３ページをお願いします。歳出でございます。１款１項１目、一般管理費でございま

すが、これは施設全体に係る必要経費でございます。 

３５ページをお願いします。１４節、賃借料コンピューター借上料でございますが、シ

ステム更新により１８４万９，０００円の増となっております。１５節、工事請負費でご

ざいますが、玄関の自動ドアの故障に伴うものでございます。２款１項１目、施設介護事

業費でございますが、これは特別養護老人ホームに係る必要経費でございます。 

３７ページをお願いします。１５節、工事請負費でございますが、感染予防のための年

次計画で居室のドア設置工事をしてまいりましたが、平成２７年度で終了となります。 
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３９ページをお願いします。２款２項１目、短期入所介護事業費でございますが、短期

入所事業に係る必要経費でございます。２款２項２目、通所介護事業費でございますが、

デイサービス事業に係る必要経費でございます。一時期の介護士不足の状況や職員配置の

変更により、１から４節の人件費が３８６万円減少しております。 

４１ページをお願いします。３款１項、公債費でございますが、地方債償還の一部終了

の伴い１，３２９万９，０００円の減となっております。 

４款１項１目２５節、積立金でございますが、資金運用分、歳入不足分として繰り入れ

た額のうち４，６８７万３，０００円を積み戻しするものでございます。 

真昼荘勘定は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

   真木苑所長。 

○ 真木苑所長（安達京子君） 

続きまして真木苑勘定についてご説明いたします。 

事業の成果を項目別にご説明いたします。資料③１３ページをお願いいたします。 

施設介護サービス事業は、入所者の平均介護度は４．１となっておりますが、前年度と

比較して退所者及び入院者が減少したことにより、介護サービス費収入が増収となったこ

とにより、前年度と比較して３９５万５，０００円の増となりました。 

事業費でございますが、人件費の増等により、前年度と比較して８５３万１，０００円

の増となりました。これにより差引額は４５７万５，０００円の減となっております。 

１４ページをお願いいたします。短期入所生活介護事業でございます。定期的な利用傾

向がみられ、延人数、稼働率ともに前年度を上回り、３００万８，０００円の増となって

おります。 

事業費でございますが、人件費の増等により、前年度と比較して１１１万５，０００円

の増となりましたが、それを上回る増収となりましたので、差引額は１８９万     

２，０００円の増となっております。 

１５ページになります。通所介護事業でございます。新規登録と並行して、施設入所や

短期入所へ移行するケースも増加しましたが、複数回利用の増加に加え、冬期間も安定し

た稼働率であったことにより、延人数、稼働率ともに前年度を上回り、額にして１２２万

円の増となりました。 

事業費でございます。人件費の減等で支出は３５６万７，０００円の減となっておりま

す。これにより差引額は、４７８万７，０００円の増となっております。 

１６ページをお願いいたします。居宅介護支援事業でございます。前年度と比較して、

ケアプラン対象者の施設入所等により、相談件数、ケアプラン件数はともに減少しました。

また、病院からの新規相談はございますが、サービスにつながらないケースもあり、収入

は前年度と比較して５万６，０００円の減となっております。 

事業費でございますが、人件費の減により、前年度と比較して１１１万２，０００円の

減となっております。これにより差引額は１０５万６，０００円の増となっております。 

続きまして、ケアハウス事業でございます。安定した平均入居人数となりましたので、

前年度と比較して２４６万２，０００円の増となっております。 

事業費でございますが、空調機更新工事等により、前年度と比較して２６１万円の増と

なっております。これにより差引額が１４万８，０００円の減となっております。 

以上の実績を踏まえまして真木苑勘定についてご説明いたします。 

同じ資料６ページをお願いいたします。歳入でございます。 

歳入は４億７，４５３万９，０００円で、前年度と比較しますと５．１％の増、額にし

て２，３２２万円の増となりました。先ほどご説明いたしましたとおりの理由により、介

護サービス収入は７９０万２，０００円の増となりました。 

また、分担金及び負担金が２４１万６，０００円の増、資金運用分として繰入れた財政
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調整基金繰入金が１，３００万円の増となりました。 

歳出につきましては、４億５，７４８万２，０００円で前年比３．４％の増、額にして

１，５００万円の増となっております。理由といたしましては、人件費が７５万     

２，０００円の増、介護サービス事業の利用者増に伴う給食業務委託料の増加、コンピュ

ータシステム更新に伴う借上料の増加、嘱託職員の任用等により物件費が７９９万   

３，０００円の増、施設設備老朽化に伴う修繕により維持補修費が３８１万５，０００円

の増、ケアハウス２階居室空調機更新工事により普通建設事業費が１６０万４，０００円

の増となっていること等によるものです。 

これにより、単年度差引額は１，７０５万７，０００円となりました。 

以上でございます。 

続きまして、資料②で歳入歳出の特徴的な部分についてご説明いたします。 

資料②５１ページからお願いいたします。歳入でございます。 

１款、サービス収入ございます。２項１目１節、自己負担金収入、現年度分収入未済額

１９万９，９８７円でございますが、６月末には全額納入されております。 

２節、滞納繰越分でございますが、いずれも施設を退所されており、分割納付や法に基

づいて督促、電話連絡、訪問等で対応しております。 

２款１項１目１節 公債費負担金でございますが、地方債償還と同額を大仙市３分の２、

美郷町３分の１でご負担いただいているものでございます。５３ページになります。 

２節、老人福祉費負担金のうち、大仙市ケアハウス負担金、美郷町ケアハウス負担金で

ございますが、従来の国庫補助基準に照らして算定し、大仙市３分の２、美郷町３分の１

でご負担いただいているものでございます。 

５款１項１目１節、財政調整基金繰入金でございますが、資金運用のためのものでござ

います。 

５７ページをお願いいたします。歳出でございます。 

１款１項１目、一般管理費でございますが、これは施設全体に係る必要経費でございま

す。１１節、需用費、修繕料でございますが、屋根シート防水補修工事等でございます。 

１４節、使用料及び賃借料、コンピューター借上料でございますが、これはシステム更

新によるものでございます。 

６１ページをお願いいたします。 

２款１項１目、施設介護サービス事業費でございますが、こちらは特養の運営に係る必

要経費でございます。１８節、備品購入費でございますが、利用者の重度化に対応するた

めリクライニング車椅子を購入したものでございます。 

２項１目、短期入所生活介護事業費でございます。こちらは短期入所生活介護事業に係

る経費でございます。 

６３ページになります。２項２目、通所介護事業費でございますが、これは通所介護事

業の運営に係る経費でございます。３項１目、居宅介護支援事業費でございますが、居宅

介護支援事業の運営に係る費用でございます。 

６５ページをお願いいたします。 

３款１項１目、ケアハウス事業費でございますが、これはケアハウスの運営に係る経費

でございます。１５節、工事請負費でございますが、エアコン劣化に伴う２階居室空調機

更新工事でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

 真森苑所長。  

○ 真森苑所長（小松一典君） 

続きまして真森苑勘定についてご説明申し上げます。 

決算の説明資料③１３ページをお開き願います。 
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施設介護サービス事業ですが、平均介護度は前年度同様４．１でございました。退所者

や入院者が減少したことで、介護サービス費は増収となってございます。育児休業職員の

復職等による人件費の増で、支出が増加しましたので差引額が減少しております。 

入院者が実人員２８人、延べ日数３６１日、経管栄養者が７名、平均年齢が８６歳、

高齢が１０１歳、 年少が７５歳、１人当たりの平均在所日数が３年９か月といった状況

でございました。 

次のページは短期入所生活介護事業でございます。利用者の平均介護度が０．２上がっ

たことや、定期の利用者が継続したことにより、介護サービス費は増収となってございま

す。２５年度の平均介護度は２．９でした。２６年度が０．２上がりまして３．２でござ

います。人件費の増等で事業費が増加しましたけれども、それを上回る増収となりました

ので、差引額が増加してございます。短期入所の実人員が３２人、そのうち経管栄養者が

２人という状況でございました。 

次のページは通所介護事業でございます。利用者の重度化によりまして、施設入所や短

期入所への移行、死亡終了するケースが増えてございます。また、インフルエンザによる

休業が４日間、冬期間の悪天候による休業が１日の影響もございまして、介護サービス費

収入は減収となってございます。加えまして、人件費の増等で支出が増加しましたので、

差引額が減少してございます。新規者が１９人、終了者が１９人、終了者１９人中１１人

が死亡終了でございました。平均年齢が８６歳、平均介護度が１．８といった状況でした。 

次のページは生活支援ハウス事業です。入居者の入れ替わりも少なかったこと等により、

収入は増収となってございます。収支については、入居実績に基づいて負担金を算定して

いるため、差引額が少なくなってございます。入居希望者はありますけれども、対象要件

とは至らないケースもございました。平均年齢は８２．８歳、 高齢が９６歳、 年少が

６８歳といった状況でした。 

続きまして決算状況についてご説明いたします。７ページをお開き願います。 

歳入についてでございますが、施設入所の退所や入院者の減、短期入所利用者の平均介

護度の上昇や定期の利用者が継続しましたけれども、通所介護利用者の重度化に伴う施設

入所や短期入所への移行、死亡終了するケースが増えたこと等による減のため、介護サー

ビス費収入は減収となってございます。 

また、前年度繰越金も減となってございます。一方で分担金や負担金の増、財源不足を

補うため繰入れた財政調整基金が増となった結果、前年比１．０％ 金額にして３９９万 

２，０００円増の４億２，１６０万９，０００円余りとなってございます。 

歳出につきましては、財政調整基金への積戻し分の積立金が減となりました。一方で育

児休業職員等の復職による人件費の増、コンピュータシステム更新に伴う借上料の増加に

よる物件費の増、修繕の実績により維持補修費の増、ミニホイールローダー購入による普

通建設事業費が増となった結果、前年比２．８％ 金額にして１，１３３万円増の４億  

２，１６０万１，０００円余りとなってございます。 

続いて、決算書の事項別明細書により、歳入と歳出をご説明いたします。資料②７７ペ

ージをお開き願います。 

歳入についてご説明いたします。 

１款、サービス費収入ですが、介護サービスを提供し、その費用を国保連合会と利用者

の方にご負担いただくものでございます。 

１款１項２目２節、通所介護費収入ですが、予算現額に対して調定額が少なくなってお

りますけれども、利用延人数、稼働率の低下によるものでございます。 

１款２項１目、収入未済額４４万６，８７６円は、全て介護サービス利用料金の未納分

でございます。現年度、過年度分を合わせ６名おります。滞納額の一括納付が困難な方で

すので、協議のうえ滞納額を分割し、現在も継続的に納付をしていただいております。 

７９ページをお開き願います。 
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２款１項１目４節、収入未済額２９万５，１７０円は、生活支援ハウス利用者１名分の

滞納額でございます。こちらも督促等の対応をしてございます。 

８節、真森苑除雪重機負担金でございます。ミニホイールローダー購入費として、大仙

市より３分の２、美郷町より３分の１ご負担いただいております。 

５款２項１目１節、財政調整基金繰入金です。これは資金運用分の繰入金と歳出不足分

を補うための基金取り崩し額を 小限にとどめたためでございます。 

続いて歳出についてご説明します。８３ベージをお開き願います。 

１款１項１目、一般管理費でございます。これは施設全体の管理に要する経費でござい

ます。 

８５ページをお開き願います。１８節、備品購入費です。駐車場が地盤沈下による消雪

が十分に機能せず、来客者の利便性確保が懸案となっておりました問題に対し、ミニホイ

ールローダーを購入したものでございます。 

２款１項１目、施設介護サービス事業ですけれども、これは特別養護老人ホームの運営

に関する経費でございます。人件費と物件費が主なものでございます。 

１節、報酬に大きな不用額がありますが、嘱託介護士の補充がなかなか出来なかったた

めでございます。 

８７ページをお開き願います。１１節、需用費に大きな不用額がございますが、流動食

を摂取している利用者が少なくなったことで、賄材料費が不用になったためでございます。

１１名から７名に減ってございます。 

２款２項１目、短期入所介護事業です。特別養護老人ホームと同様に、人件費と物件費

がほとんどを占めてございます。 

８９ページをお開き願います。 

２款２項２目、通所介護事業です。これも人件費と物件費が主なものでございます。 

１１節、需用費に大きな不用額がございますが、修繕箇所も少なく低額だったことで不

用額が生じたものでございます。  

３款１項１目、生活支援ハウス事業です。これも人件費と物件費が主なものでございま

す。 

９１ページをお開き願います。４款１項１目及び２目、公債費、元金及び利子でござい

ます。これは組合債を償還するものでございます。 

５款１項１目、基金費です。資金運用分として繰入れた財政調整基金への積戻し分とし

て積み立てたものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 
 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

○ 議長（髙橋猛君） 
 ３番、高橋幸晴君。 

○ ３番（高橋幸晴君） 
 ただいまの説明で、職員が不足して、それで掛け持ちでやられているというといったよ

うな説明を受けたわけですけれども、そういったときに、職員の負担は大きくなると思い

ますけれども、そういった感じの、この後も介護職員の方々が少なくなってきているとい

ったことは聞いているわけですけれども、今後こういうその配置といいますか、適正なも

のになるようになるのかお聞かせ願いたい。 
○ 議長（髙橋猛君） 

 真昼荘所長。 

○ 真昼荘所長（山田喜明君） 

 真昼荘のほうでデイサービスの職員が不足で兼務といった形だったんですけれども、総
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務の職員、総務で契約していた職員がヘルパーの資格を持っていて、その職員をちょっと

貸してほしいということもあって、その職員とデイサービスのほうで、総務職員と介護職

員というような二股の契約をさせてもらって本人の了承を得て、人がいない時に対応して

もらいました。今後については現在の職員配置そのものが国の基準を大きく上回ってる職

員配置で、職員への負担は当然かかっていくわけですけれども、真昼荘に関しましては介

護士のみならず、みんな、私も含めてみんなで力を合わせて対応していきたいと思って、

介護士負担を解消していきたいという風に考えております。 
○ ３番（高橋幸晴君） 

 いずれあの、介護する方々の大変ハードな面があるという風に聞こえてきますが、出来

るところで余裕のあるような、大変でしょうけれどもそういう人材配置を、いずれ入所者

の方々への十分なサービスにつながると思いますので、ここのところをよろしくお願いし

たいなと思っております。以上です。 
○ 議長（髙橋猛君） 

 他に質疑ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 討論なしと認めます。議案第６号についてこれより採決をいたします。 
 お諮りします。議案第６号について、認定することにご異議ありませんか。 
（異議なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 異議なしと認めます。よって、議案第６号、「平成２６年度大仙美郷介護福祉組合歳入歳

出決算の認定について」は、認定することに決しました。 
 

日程第９ 平成２７年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第１号） 

○ 議長（髙橋猛君） 

   日程第９、議案第７号「平成２７年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第１号）」

を上程し、議題といたします。議案を朗読いたします。 

   （書記朗読） 

○ 議長（髙橋猛君） 

   提案理由並びに内容の説明を求めます。真昼荘所長。 

○ 真昼荘所長（山田喜明君） 

真昼荘勘定についてご説明申し上げます。 

資料①の１３ページをお願いいたします。 

真昼荘勘定におきましては、３４万１，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ３億   

６，７１５万９，０００円とするものでございます。人件費の補正や不用額の整理が主な

ものとなっております。 

１９ページをお願いいたします。歳入でございます。１款２項１目２節、滞納繰越分で

ございますが、施設、通所それぞれの現在までの納入実績を計上しております。 

６款１項１目１節、前年度繰越金でございますが、平成２６年度決算により確定したも

のを計上しております。 

２１ページをお願いします。歳出でございます。１款１項１目１３節、委託料でござい

ますが、嘱託医の委託料変更により計上しております。 

２３ページをお願いします。２款１項１目１節、報酬でございます。介護嘱託員報酬に

つきましては、介護士を年度当初から募集しておりますが、補充できない状況が続いてお
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ります。看護嘱託員に関しましてもフルタイムで募集をしておりましたが、パートタイム

の職員しか補充できなかったためでございます。機能訓練嘱託員に関しましては、年度途

中からの採用となりましたので、その分それぞれ減額しております。１３節、委託料、健

康診断委託料でございますが、診断内容の変更により減額しております、 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

   真木苑所長。 

○ 真木苑所長（安達京子君） 

   真木苑勘定についてご説明申し上げます。同じ資料３７ページからお願いいたします。 

１３１万７，０００円の減額補正でございます。 

４３ページをお願いいたします。歳入でございます。 

１款２項１目２節、自己負担金収入、滞納繰越分でございますが、施設利用者自己負担

金、通所利用者自己負担金のうち、現在まで納入された額を計上しております。 

５款１項１目１節、財政調整基金繰入金でございますが、現在まで不要と見込まれる額

を減額補正するものでございます。 

６款１項１目１節、前年度繰越金でございますが、こちらは平成２６年度決算により確

定した額を計上してございます。 

４５ページをお願いいたします。歳出でございます。 

１款１項１目、一般管理費でございます。１３節、委託料でございますが、こちらは嘱

託医委託料の補正でございます。１８節、備品購入費でございますが、金額が確定したこ

とによる減額補正でございます。 

４７ページをお願いします。２款１項１目、施設介護サービス事業費でございます。１

節、報酬でございますが、機能訓練嘱託職員の配置ができないことによる補正でございま

す。２節、３節、４節につきましては、実績による補正でございます。１８節、備品購入

費でございますが、金額が確定したことによる減額補正でございます。 

４９ページをお願いいたします。２款２項１目、通所介護事業費でございます。３節、

職員手当等につきましては、実績による補正でございます。 

５１ページをお願いいたします。３款１項１目、ケアハウス事業費でございます。１５

節、工事請負費でございますが、空調設備工事の実績による補正でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

   真森苑所長。 

○ 真森苑所長（小松一典君） 

続きまして真森苑勘定についてご説明申し上げます。同じ資料６３ページをお開き願い

ます。 

３７８万円の減額補正でございます。 

６９ページをお開き願います。歳入についてご説明申し上げます。 

１款１項１目２節、通所介護サービス費収入及び１款２項１目１節、通所利用者自己負

担金収入でございますが、前年度利用実績に伴い小規模型通所介護費の報酬区分となった

ことにより、報酬単価が増になりましたので、それに伴い増額補正するものでございます。 

２節、滞納繰越分自己負担金でございますが、実績により補正するものでございます。 

２款１項１目７節、児童手当負担金でございますが、支給対象職員の減により、減額補

正するものでございます。 

５款２項1目１節、財政調整基金繰入金でございますが、現在まで不用と見込まれる額

を減額するものでございます。 

７款３項１目、雑入でございますが、建物災害共済金を補正するものでございます。 

続きまして歳出についてご説明申し上げます。７１ページをお開き願います。 
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１款１項１目、一般管理費でございます。１１節、需用費でございますが、大雪による

中庭テラスのガラス屋根の取替え修繕料を建物災害共済金を充当し実施するものでござ

います。１３節、委託料でございますが、嘱託医師の報酬額が増えたことによる増額補正

でございます。 

７３ページをお開き願います。 

２款1項1目、施設介護サービス事業費でございます。 

２節、３節、４節は、育児休業、普通退職に伴う人件費の補正でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（髙橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 
（なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 討論なしと認めます。議案第７号についてこれより採決をいたします。 
 お諮りします。議案第７号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なし） 

○ 議長（髙橋猛君） 
 異議なしと認めます。よって、議案第７号、「平成２７年度大仙美郷介護福祉組合特別会

計補正予算（第１号）」は、原案のとおり決しました。 
○ 議長（髙橋猛君） 

以上で本日の日程は終了いたしました。 
これをもちまして、平成２７年第２回大仙美郷介護福祉組合議会定例会を閉じます。ご

苦労様でした。 
（午後２時００分 宣告） 
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